
○草加市障害児就学支援委員会条例 

昭和６２年３月２４日 

条例第５号 

改正 平成１１年１２月２２日条例第２７号 

（題名改称） 

平成１８年１２月２７日条例第５７号 

（題名改称） 

（設置） 

第１条 障害のある児童及び生徒並びに就学時の幼児（以下「障害児」という。）に対し、

適正な就学に係る教育的支援を行うため、草加市障害児就学支援委員会（以下「就学支

援委員会」という。）を設置する。 

（平１１条例２７・平１８条例５７・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 就学支援委員会は、草加市教育委員会（以下「委員会」という。）の諮問に応じ

て、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 障害児の障害の種類及び程度の判断に関すること。 

(2) 障害児の就学に係る教育的支援に関すること。 

（平１１条例２７・平１８条例５７・一部改正） 

（組織） 

第３条 就学支援委員会は、委員１５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから委

員会が委嘱する。 

(1) 知識経験者 

(2) 医師 

(3) 臨床心理士 

(4) 小・中学校教員 

（平１１条例２７・平１８条例５７・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



（委員長及び副委員長） 

第５条 就学支援委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、就学支援委員会を代表し、会務を掌理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（平１８条例５７・一部改正） 

（会議） 

第６条 就学支援委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。 

２ 就学支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（平１８条例５７・一部改正） 

（関係者の出席） 

第７条 就学支援委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を

求め、説明又は意見を求めることができる。 

（平１８条例５７・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が就学支援委員会に諮って定める。 

（平１１条例２７・旧第９条繰上、平１８条例５７・一部改正） 

附 則 

この条例は、昭和６２年６月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第２７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

附 則（平成１８年条例第５７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正前の第３条の規定により委嘱された委員は、改正後の

同条の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委嘱されたとみな

される委員の任期は、改正前の同条の規定により委嘱された委員の任期の残任期間と同

一の期間とする。 


